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政之

１

 

ブラジル人等の子どもの数
○

 

日本の公立学校に通う者（移動が激しく総数は不明だが、ポルトガル語を母語として、
かつ、日本語指導が必要な子どもの数）は約10，000人(2007年9月現在)

○

 

ブラジル人等学校91校に通う就学年令の子どもは約7，000人(2007年12月現在)

２

 

文部科学省の支援策
○

 

ブラジル人等学校の実態調査（2005年より毎年実施）
○

 

日本の公立学校への就学支援
（就学前）
・ポルトガル語等に翻訳した就学ガイドブック(就学手続き等を説明)の配布
・「就学促進員」による相談事業
・日本語指導や日本の学校への適応指導を行う初期指導教室(プレクラス)の開設
(就学後)
・日本語指導等に対応するための教員の追加配置（2008年 全国で約1，000人）

・退職教員等を活用して日本語指導、学習補助などを行うサポート先生の配置
・日本語指導、学校と保護者等の連絡を行う支援員の配置
○

 

ブラジル人等コミュニティにおける日本語指導
（地域指定

 

2008年度

 

24カ所を2009年度に40カ所に拡充予定）
・親も子も対象とする日本語教室の開設
・日系ブラジル人等に対する日本語指導者研修
・経済的に困難な家庭について給食費などの支援
○

 

子どもの居場所作り
・ブラジル人等の子どものための居場所作り（ブラジル人等の子どもが集えるよう居場所を用

 

意し、日本語指導や学習補助を実施）

３

 

今後の課題
○

 

帰国する子ども、公立に転入する子どもの動向などの把握(市・町との会合、実態調査)
○

 

ブラジル等政府からの支援
○

 

ブラジル人等の子どもに対する日本語指導の充実
○

 

ブラジル人等の大人に対する日本語指導の充実（雇用の機会を広げる）
○

 

県の助成が得られるよう、ブラジル人学校等の知事認可(準学校法人の各種学校)促進



公立学校に就学する外国人児童生徒数の推移

平成２０年５月現在、公立の小・中・高等学校等に在籍している外国人

 

児童生徒は、約７万５千人。数年減少傾向にあったが、平成１８年度

 

以降は増加傾向にある。
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出典：文部科学省「学校基本調査」



日本語指導が必要な外国人児童生徒数の推移

（１）

 

日本語指導が必要な外国人児童生徒数

平成１９年９月現在、公立の小・中・高等学校等に在籍する外国人児童生徒のうち、

日本語指導が必要な者は、約２万５千人在籍しており、調査開始以来最多となった。

（２）

 

日常生活で使用する言語（母語＝第一言語）別外国人児童生徒数
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母語別にみると、ポルトガル語が10,206人で最も多く、全体の４割を占めている。ま

 

た、ポルトガル語、中国語、及びスペイン語で全体の７割以上を占めている。
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出典：文部科学省「日本語指導が必要な外国人児童生徒の受入れ状況等に関する調査」
（各年９月１日現在）

※特別支援学校については、平成１８年度以前においては盲・聾・養護学校であった。



外国人児童生徒に対する支援施策について

・日本語指導等に対応した教員定数の加配措置により、義務教育諸学校に勤務する教員の給与費の

 

１／３を国庫負担。
（平成２０年度積算：９８５人、平成２１年度予算案においては、５０人の定数改善を行うこととし、１０３５

 

人を計上。）
・外国人児童生徒に対する日本語指導への活用を可能とする退職教員等外部人材活用事業－サ

 

ポート先生の配置－による非常勤講師の配置。
（平成２１年度予算案：５８億円の内数（１４，０００人の内数））

①外国人児童生徒等に対して日本語指導を行う教員等の配置

②日本語指導者等に対する研修の実施

独立行政法人教員研修センターと文部科学省の共催により、外国人児童生徒教育に携わる教

 

員

 

や校長・教頭及び指導主事などの管理職を対象として、日本語指導法等を主な内容とした実

 

践的な研修を実施。(年１回、４日間、１１０名程度）

③就学ガイドブックの作成・配布

公立義務教育諸学校への就学の機会を逸することのないよう、日本の教育制度や就学の手続

 

き等をまとめた就学ガイドブックをポルトガル語、中国語等７言語で作成。教育委員会・在外公館

 

等に配布。

④帰国・外国人児童生徒受入促進事業（平成１９年度～）

帰国・外国人児童生徒の学校における受入体制の在り方や不就学の外国人の子どもに対す

 

る就学促進に関するモデル事業を実施。
【実施内容例】

・「就学促進員」を活用したきめ細やかな就学支援活動の実施
・就学前の外国人の子どもへの初期指導教室（プレクラス）の実施
・学校での日本語指導の補助や、学校と保護者との連絡調整等を行う際に必要な外国語が使

 

える支援員等の配置
・域内にセンター校を設け、近隣の小・中学校との連携による受入体制を構築
（平成２０年度予算額：２２３百万円、２２地域）
（平成２１年度予算額（案）：３０１百万円）



「生活者としての外国人」のための日本語教育事業

・外国人住民が地域社会で孤立することなく生活していくために、日本語能力を身に付けることが必要
・そのため、外国人労働者問題関係省庁連絡会議等の各種会議において、「日本語教育の大幅な拡充」を指摘

・地域の日本語教室で講師と

 
して活用できるよう退職教員及

 
び日本語能力を有する外国人

 
を対象とした研修を実施

・全国40箇所で実施

日本語能力を有する外国人

 
等を対象とした日本語指導者

 
養成

・我が国に滞在する「生活者と

 
しての外国人」のための日本

 
語教室を設置

・全国40箇所で実施

外国人の円滑な社会生活の促進外国人の円滑な社会生活の促進

「生活者としての外国人」のた

 
めの日本語教室

・地域で日本語指導にあたる

 
ボランティアの実践的能力の

 
向上を図るための研修を実施

・全国30箇所で実施

ボランティアを対象とした実践

 
的研修

日系人等を中心に日本語能力が十分でないこと等から、地域社会との間で摩擦が発生！

平成２１年度予算額（案）１７７百万円

（

 

前

 

年

 

度

 

予

 

算

 

額

 

１４８百万円）

・日本語教育機関の中核的教

 
員等を対象にして、その専門

 
的知識や指導能力の一層の

 
向上を図るとともに、地域の日

 
本語教育の指導者に適切に指

 
導助言できるようにするための

 
研修を実施

日本語教育の上級指導者研

 
修



外国人の日本社会での生活環境適応の実現・加速外国人の日本社会での生活環境適応の実現・加速

○調査研究委託（３８百万円）【拡充】
ブラジル人学校等の教育状況や管理運営体制の改善等に資するため、

ブラジル人学校やブラジル人子弟等を取り巻く喫緊の課題についての調
査研究を実施

○外国人児童生徒の母国政府との協議会等の運営（６百万円）
日本に在留する外国人児童生徒の母国政府との協議会を開催

○「生活者としての外国人」のための日本語教育事業（１７７百万円）【拡充】
「生活者としての外国人」のための日本語教室、日本語能力を有する

外国人等を対象とした指導者養成、ボランティアの実践的研修等を実施

外国人の生活環境適応加速プログラム

経済財政改革の基本方針２００８等において外国人に対する日本語教育の充実や
外国人子弟の就学の促進など外国人の生活環境適応のための対策の充実を提言

平成２1年度予算額（案）

５２１百万円（４１９百万円）

外国人労働者問題関係省庁との連携

外国人の生活環境適応加速プログラムの推進外国人の生活環境適応加速プログラムの推進

我が国に滞在する外国人が日本語能力が十分でないこと等による地域社会との軋轢や摩擦
不就学や日本語指導が必要な児童生徒の増加など、教育問題の増加

○帰国・外国人児童生徒受入促進事業（３０１百万円）【拡充】
帰国・外国人児童生徒教育の充実のため、下記の取組を実施

・就学促進員の活用や教育委員会と関係機関等の連携による
就学支援

・就学前の外国人児童生徒への初期指導教室（プレクラス）の
実施

・日本語指導の際の補助や学校と保護者との連絡調整等を行う際
に必要な外国語が使える支援員等の配置

・外国人児童生徒教育の拠点となるセンター校の設置などの
地域・

 

学校での受入体制の整備
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